
公の施設及び外郭団体の見直しに係る提言

平成２０年１１月２７日

改革推進会議 行政改革専門小委員会



*1 公の施設：住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するため、地方公共団体が設置

する施設であって、条例で定めたもの（地方自治法第２４４条）

*2 外郭団体：島根県が出資、出えんを行い、その活動範囲が県域内である団体
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Ⅰ はじめに

本県の将来を展望すると、少子高齢社会の進展が不可避な状況にあって、社会保障関係

費の増加への対応など、人口構造変化を見越した行財政運営が重要な課題となっている。

こうしたなかで、これまでも行財政運営の改革が続けられてきたが、県が所管する公の

施設 及び外郭団体 についても社会情勢の変化、県民の価値観の多様化等を背景に、新た
*1 *2

な視点に立って、その役割や機能の見直しが求められている。県民の暮らしへの配慮や安

全・安心を確保しながら、将来世代が夢を持てる地域社会の実現に向け、そのあり方を検

討すべき時期にきている。

また、地方行財政を取り巻く環境は、近年、大きく様変わりしている。全国的に市町村

合併による基礎的自治体の広域化や三位一体の改革（地方交付税制度、補助金制度、税財

源の仕組みの変化 、そして、指定管理者制度、公益法人制度改革など、矢継ぎ早に諸制）

度の変更が行われている。

一方、県内に目を向けると、新たに行政サービスを担う多様な主体が存在感を増してい

る。ＮＰＯ法人や各種ボランティア団体をはじめ、企業の指定管理者への進出、また、企

業による社会貢献活動の展開、コミュニティビジネスの萌芽など、公的サービスを代替す

る組織や担い手が地域に広がりを見せ始めている。

本委員会では、このような社会情勢の変化を踏まえ、県の行政改革の推進方策について

専門的な観点から審議し、検討を重ねてきた。そして、県民の目線に立って、県の将来を

展望しながら、今後の公の施設、外郭団体について、ここにそのあり方などをとりまとめ

たところである。

ただ、本提言においては、公の施設・外郭団体については対象数が多く、限られた期間

・審議機会にあって、個別具体的な提言までには及んでいない。

しかしながら、提言の基本的な考え方や施行予定の公益法人制度改革を視野に入れ、そ

れぞれにおいて改革、見直し、改善を検討のうえ、その実行に着手されたい。
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Ⅱ 提言

公の施設、外郭団体ともに様々な県民ニーズに対応するために設置・設立されたもので

ある。公の施設は、地方自治法では 「住民の福祉の増進が目的」とされている。、

一方、外郭団体は、財団法人、社団法人、特殊法人などの団体で、主に県行政の特定の

公の業務を受け持つ機関として県の出資、出えんにより設けられたもので、県との結びつ

き、県の関与が強い団体である。

これらの施設･団体は、既に設置・設立から数十年が経過したものや社会経済環境から

して目的や意義そのものが薄らいでおり、県民にとってもその目的自体、理解しにくくな

っているものも少なくない。

また、納税者であり、受益者である県民の目線からみれば必ずしも必要と考えられない

事業や機能が維持されていたり、実質的に県のコントロールの下で民間事業者や基礎的自

治体と競合関係にある施設や事業、機能といったものも存在している。

ここで示すのは、多額の県費を投入して整備してきた施設や毎年度財政的援助を受けて

いる団体の意義や適切なあり方、そして、情報公開や透明性及び説明責任の確保なども含

めて検討した結果である。

なお、提言は、１．公の施設、２．外郭団体 にそれぞれ分けて記述している。

＜検討の経過＞

本委員会は、改革推進会議の中に位置づけられ、本年３月より８回にわたって審議等

を進めてきた。審議等の経過概要は次のとおりである。

第１回 ３月１７日 委員長選任、島根県の財政健全化への取組みについて

公の施設・外郭団体の見直しについて

第２回 ５月１９日 各施設・団体の概要説明、現地視察の検討

- ６月１６日 施設・団体の現地視察（西部地区）

- ７月２３日 施設・団体の現地視察（東部地区）

第３回 ８月１２日 公益法人制度改革の概要、今後の審議の進め方

第４回 ８月２７日 公の施設についてのあり方検討(施設類型ごと)

第５回 ９月１１日 外郭団体についてのあり方検討

第６回 １０月２０日 提言に向けた論点協議

第７回 １１月 ５日 提言素案協議

第８回 １１月１７日 提言最終協議
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１ 公の施設

県内の概況と近年の取り組み（１）

今回、対象とした施設（３７施設）は、県内各地に立地し、施設の性格から区分する

と、集客施設、貸出・研修施設、体育施設、レクレーション・文教施設、専門教育・研

究施設など多様である。

多くは、県庁のある松江に設置されているが、県土が東西に長い島根県にあって、県

民の利便への配慮や固有の地域特性等により、その地域に設置されたものも相当数にの

ぼる。

これら公の施設は、既にその利用実態等に対応して民間移管や利用がなくなった施設

の廃止が進められ、平成１６年度以降において、１７施設の移管、廃止が行われている。

また、平成１７年度より施設の管理運営に指定管理者制度を導入することにより、サー

ビスの質の向上、利用者の増加に結びついたものもあるとともに、コスト縮減（導入前

比▲６．９億円）が図られてきたところである。

（２）見直しの基本的な考え方

公の施設は、地方自治法において住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供

するため、地方公共団体が設置する施設と定められている。島根県においては、教育、

文化、健康、福祉など幅広い分野においてそれぞれの施設を通じてサービスが提供され、

県民の生活や経済活動において一定の役割を担ってきた。

しかし、県を取り巻く環境は、市町村合併による基礎的自治体の広域化、民間サービ

ス産業の発展、ボランティア、ＮＰＯ法人などの新たな公共サービスの担い手の成長な

ど、近年大きく変化してきている。

このような状況を踏まえ、本委員会は、県の公の施設が今後いかにあるべきかについ

て、次の観点に基づき検討を行った。
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【検討の観点】

ⅰ）時代のニーズや県民のニーズに適合しているか。

ⅱ）民間や市町村等のサービス提供の状況を踏まえ、県が運営する必要性があるか。

ⅲ）市町村合併により基礎的自治体が広域化していることから、広域的自治体である

県が運営する意義が薄れていないか。

ⅳ）運営面や利用面の工夫により、施設がより有効に活用できないか。

ⅴ）民間活力の導入などにより、さらなるサービスの質の向上とコスト縮減が図れな

いか。
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（３）見直しに向けた取り組み

① 公の施設のあり方の見直し

（ア）先駆的な施策展開のために設置された施設

県が全県的な施策展開、先駆的な役割を果たすべく設置された施設については、当

初の設置目的と現在の社会経済環境等を踏まえて検証し、役割を終えたと判断される

場合は、廃止、譲渡も視野に入れ、今後のあり方を検討すべきである。

（イ）民間や市町村の施設と機能が重複する施設

ⅰ）民間サービスが充実してきたことにより、県が設置している施設と似たサービス

が提供されているものもある。また、市町村合併で基礎的自治体が広域化したこと

で、利用者が特定の自治体へ偏っていると思われる施設もある。

このような施設は広域的自治体である県が引き続き運営する意義が薄れてきてい

ると思われるので、利用者等関係者の理解を得ながら廃止、譲渡をも視野に入れた

施設の方向性を検討すべきである。

ⅱ）近隣に類似施設がある場合は、双方の役割分担を検証し、廃止、譲渡をも視野に

入れ、あり方を検討すべきである。

（ウ）広域圏における連携

専門教育施設や試験研究機関等については、隣県や中国地方各県施設と共同運営す

る可能性を検討すべきである。また、隣県や中国地方各県との役割や機能の分担を検

討し、施設の特色を活かした事業内容に重点化すべきである。

（エ）市町村設置施設と一体的に利用されている施設

県と市町村がそれぞれ設置している施設が利用者から見て一体利用されている場合

は、双方で協議し、市町村への譲渡等を含め、一元的な管理を検討すべきである。
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② 施設の利用向上

（ア）高い魅力を有しているが県民にとって馴染みの薄い施設や初期投資額に見合わな

い低調な利用にとどまっている施設等については、ＰＲや運営の工夫次第で利用向

上が期待できる。検討を尽くしあらゆる利用向上策を実施すべきである。

例えば、次のような取り組みである。

ⅰ）施設の魅力を利用者の立場から再評価し、ＰＲの手法を検討する。

ⅱ）利用状況が好調な施設の取り組みを他の施設へも応用する。

ⅲ）周辺施設と連携したＰＲ活動等を実施する。

ⅳ）利用者アンケートの実施等ニーズを把握し、施設の魅力を高める。

ⅴ）県内のみならず、県外の人々や観光客に向けてＰＲすることにより、利用者数を

増やす。

ⅵ）施設の本来目的を阻害しない範囲で、付加的に目的外の利用形態やサービス導入

を促進する。

ⅶ）施設の利用可能な時間帯、休園館日の見直しなど、利用者ニーズに沿った柔軟な

設定を行う。

（イ）利用者が少なく、改善が困難な施設については、廃止や他用途への転用、譲渡な

ど、そのあり方を抜本的に検討すべきである。
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③ サービスの質の向上とコスト縮減

サービスの質の向上と施設の管理運営に係るコストの縮減については、これまでも

各施設において取り組まれてきてはいるが、個々の管理状況を精査するなど、地道な

方策を検討すべきである。

例えば次のような取り組みである。

ⅰ）県民に対するサービスの質を高めるため、窓口応対、接遇・マナー、手続き等の

迅速化、ＩＴ化を進めるなど、質的な面での改善に取り組むべきである。

ⅱ）関係部局による検討チームを編成するなど、維持管理業務の合理化への取り組み

を実施する。

ⅲ）各施設が取り組んでいるコスト縮減策を共有することで、コスト縮減を図る。

ⅳ）ニーズを的確に把握し、サービス（施設を活用したソフト事業の内容等）供給に

投入する資源（ヒト・モノ・カネ）にメリハリをつけるなどの見直しを実施する。

ⅴ）季節により著しく利用者数が少なくなる施設もあるので、繁閑に応じて運営手法

を変える、他施設等と連携するなど、弾力的な対応を検討する。

ⅵ）利用料金について、維持管理コストとの兼ね合いも含め受益と負担を再度検証し、

料金設定を検討する。
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④ 指定管理者制度等による民間活力の導入

（ア）指定管理者制度は、平成１７年度の一斉導入によりサービス向上及びコスト縮減

に大きく寄与してきた。平成２２年度に次の一斉更新の時期を迎えることから、次

の点に留意して運用を検証し、よりよい運用となるよう取り組んでいくべきである。

ⅰ）第三者を含めた指定管理者の業務評価やモニタリングの実施等、運営状況のチ

ェック

ⅱ）利用者の安全を確保するためのマニュアル策定の義務化

ⅲ）競争性と安定性、経済効果の面から見た指定管理期間や民間が参入しやすい公

募条件のあり方検討

ⅳ）指定管理者へのインセンティブ付与、モチベーションを高める制度運用のあ

り方検討

ⅴ）民間ノウハウのさらなる活用の検討

（イ）島根県では早くから多くの公の施設で指定管理者制度が導入され、その効果が認

められるとともに、民間側の制度への関心・意欲も高い。

しかしながら、未だ直営で運営されている公の施設もある。県直営でなければ運

営できない施設なのかを県民の視点に立って真摯に検討すべきであり、指定管理者

制度を導入しない場合には県民に対して説得力ある説明をすべきである。

（ウ）事業収支の面で自立可能な施設は、運営面について民間活用よりも民営化をすべ

きである。
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２ 外郭団体

（１）県内の概況と近年の取り組み

外郭団体とは、県が出資、出えんしている団体であり、法人組織の形態は、財団法人、

社団法人、特殊法人、社会福祉法人、株式会社（第三セクター）など多様な形態がある。

性格的には主に県が必要と考える公益的な活動を、いわば代行するもの（行政代行的

団体 、行政（県や市町村 ・民間が資金を出し合って、民間的な手法により事業を行う） ）

ものがある。

今回対象とした団体（３９団体）を県出資等の割合からみると、５０％以上が１５団

体（うち１００％のものが８団体）、２５％以上５０％未満が９団体、２５％未満が

１５団体である。

） 、また、これらの団体は、人的関与（職員派遣、役員就任等 、財政的援助などを含め

実質的に県のコントロール下にあるといってよい団体が数多い。

こうした外郭団体について、これまでの見直しで団体の統廃合、人的、財政的関与の

適正化等が図られてきてはいる。

統廃合については 「中期財政改革基本方針（Ｈ１６．１０ 」に県出資等割合５０％、 ）

以上の団体（２２団体）を３割程度削減するという目標が掲げられ、平成１９年度末に

はほぼ達成されている（Ｈ２０．４現在１６団体 。）

人的、財政的関与の適正化については 「島根県が出資する法人の健全な運営に関す、

る条例（Ｈ１４．１２ 」に基づく団体の経営評価の実施や「島根県外郭団体指導監督）

指針（Ｈ１６．３ 」に基づき、統一的な取り組みがなされてきたところである。）
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（２）見直しの基本的な考え方

①外郭団体の活動領域、環境変化

外郭団体の活動領域は、公益的な事業が中心であるが、行政が従来行ってきた業務

を代行する分野もあれば、物品の販売やサービスの提供といった民間営利事業に近い

分野まで幅広く担っている。

このように外郭団体が置かれている活動領域は、公民混合した領域といってよい。

そして、外郭団体を取り巻く環境変化に目を向けると、平成１５年より民間事業者

の参入を想定した指定管理者制度の導入が進められ、民間の知恵と工夫で機動的・弾

力的に事業を行う分野が広がりつつある。一方、民間においては、企業やボランティ

ア、ＮＰＯなどがこのような公的なサービスの担い手として活躍の分野を広げてきて

いる。

また、受益者である県民自身は、行動範囲が広がり、生活様式は変化し、その価値

観も多様で行政に求めるニーズは変化している。

②あり方検討の観点と考え方

本委員会では、このような状況に置かれている外郭団体のあり方を検討するため、

下記のような観点に基づいて審議を行い、見直しに向けた取り組みの前段となる基本

的な考え方を集約した。

【検討の観点】

ⅰ）社会経済情勢や県民ニーズの変化に団体の活動内容は適応しているか。

ⅱ）団体運営の自主・自律性をどう高めるか。

ⅲ）民間のノウハウやマネジメントの手法を取入れ、効果的・効率的な事業実施が

できないか。

ⅳ）経営の健全性が確保されているか。
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③基本的な考え方

一つには、現在の外郭団体の活動領域における「ズレ 、重複の問題がある。」

外郭団体の目的が社会経済環境の変化に対応できず、その活動が、利用者ニーズに適

合していないという「ズレ」が、継続されているという面がある。また、活動領域に

おける重複感の問題がある。外郭団体と民間、県の外郭団体と市町村の外郭団体等で

重複や競合している部分が存在する。

そこで、最も適切な担い手としてこれらの主体をどのように再構成していくか、と

いう基本的な考え方が必要である。

まずは、民間で担える事業・分野については、企業やＮＰＯ等の民間に出来る限り

委ね、その創意工夫を引き出していくことが重要である。

そして、住民に身近なサービスについては市町村等に委ねることで、より、きめ細

かいサービスが可能になる利点を活かしていく必要がある。

加えて、広域圏の視点からは、隣県等と連携した運営という方向を視野に入れる必

要も出てくる。

二つには、県の厳しい財政事情とそれに連鎖する運営上の問題がある。

昨年度来、島根県では「財政健全化基本方針」に基づき、歳出の厳しい見直しが行わ

れている。外郭団体も例外ではなく、県支出の補助金等についても事業の必要性自体

から見直しが必要になっている。

外郭団体は、財政的援助を前提に、ややもすると受身がちとなり、自主性や主体性

に欠けた運営になりやすい。経営主体として財政的援助に捉われず、自主性や自律性

を高める方向を志向しなければならない。

また、運営を効果的・効率的にするうえでは、利用者のニーズに合致したサービス

を可能な範囲で提供することに努め、いうまでもなく補助金ありきで、利用ニーズに

乏しい事業までも続けるようなことは見直さなければならない。

健全で持続可能な財務状態を維持するため、事業収入（利用料収入）を拡大する、

事業費のムダをなくす、そして、保有財産の活用・適正な管理等を含め、継続した取

り組みが求められている。

そのほか、上記の大まかな二つの基本的な考え方以外に、団体の自主財源確保に向

けた寄附金の活用、スリム化に向けた組織の統合、共通事務の集約なども検討が必要

である。

また、本年１２月施行予定の公益法人制度改革への対応も想定しておかなければな

らない。
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（３）見直しに向けた取り組み

① 団体のあり方の見直し

社会経済情勢や県民ニーズの変化等に対して団体の活動が適合しているか検証し、

その存在意義やあり方を検討する必要がある。

（ア）設立当初の目的が達成された団体又は諸情勢の変化により設立当初の目的の社会

的意義が低下した団体については、団体の存在意義そのものを根本から検討するこ

とが必要である。

市町村やＮＰＯ等の民間ボランティアと類似の事業が行われている場合には、こ

れらの担い手に任せたり、連携してより効率的な実施に努めるなど、団体や事業の

あり方を検討すべきである。

（イ）収益性の高い事業は民間参入がなじむ分野である。収益性の高い事業を中心に行

っている団体については、団体そのものを民営化したり、事業を分割して民間事業

者の活動に任せたりできないかを検討すべきである。

（ウ）事業の内容は多様でかつ複合化されている団体が多い。事業内容を整理してその

部分ごとに切り分け、本当に団体自身が担うことが適切か、民間活力に委ねること

ができないかなど、ゼロベースでの見直しが必要である。
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② 効果的・効率的な事業実施

厳しい経営環境の下ではより効率的・効果的な事業実施が求められる。

県の補助・委託事業、団体の自主事業を民間事業者の経営ノウハウを活用してより効

率的にできないか、継続的に見直しを行うべきである。

（ア）主に県費により補助・委託事業が行われている団体については、今後県からの補

助・委託事業の減少が見込まれることから、それに柔軟に対応できる組織運営形態

を構築すべきである。また、自主事業を含めて団体の事業を見直して、真に必要な

事業に特化し、資金を集中配分すべきである。

（イ）外郭団体は、そもそもの設置目的を達成するために、様々な事業を行おうとする

ため、ややもすると団体相互の調整が行われずに縦割りの弊害が生じやすく、同じ

ような事業が複数の団体で行われている場合も見受けられる。

一元化した方が県民の利便性を高め、事業効率・事業効果が高まることが期待さ

れるものもあると思われる。県民の目線に立って県が横断的に検討し、事業の一元

化を検討すべきである。また、複数の団体が連携することで事業効果が見込めるも

のは、事業の効果的・効率的な実施の観点から連携・調整を行うべきである。

（ウ）団体の事業内容について、社会経済状況に対応し、セーフティネット（社会的弱

者等への対応）としての役割や機能を重視すべきであり、必要とする人のための制

度として有効なものに見直すべき点がある。
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③ 団体の持つ資産の活用

外郭団体の財務内容をみると、当初設立時に県などが出資・出えんした基本財産に

加え、長期にわたる事業年度ごとに事業収支の差額（黒字）を累積させてきた団体が

少なくない。こうした財産について県と団体との関係を踏まえた適切な取り扱いが必

要である。

（ア）団体が保有する財産のうち、改めてその保有する目的を点検のうえ、目的が明ら

かでない財産が必要以上に多額に及ぶ場合は、県と団体の関係を踏まえ、その財産

の効果的な活用を検討すべきである。

（イ）余剰財産の運用は、公債（国債・県債 、預金などで行われているが、これらに）

ついては運用の責任体制、意思決定過程を明確化すべきである。

（ウ）売却目的財産については、早期の売却促進に努めるとともに、管理や評価が適切

に行われているかどうかについて定期的にチェックすべきである。

（エ）団体の保有する財産を毎年度取崩しながら事業を行っている団体については、そ

の事業活動の意義を踏まえ、存廃の方向性や存続する場合の財源確保など、基本的

な方針を明らかにすべきである。
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④ 団体の経営基盤の確保

厳しい財政状況のもとにおいても必要とされる事業を着実に実施していくためには、

引き続き団体の経営基盤の強化を促す必要がある。

（ア）社会貢献活動促進のため県民税の寄附控除制度が拡充されたところである。県民

・企業に事業活動をＰＲし、寄附金を広く募るなど、団体の自主財源の充実を促す

べきである。

（イ）団体運営をより効率的に行えるよう、組織の統合や事務局の統合等について検討

すべきである。
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⑤ 団体の適切な経営

（ア）今後、団体経営はますます厳しくなることが想定されるため、理事会等での活発

な議論を通じて、団体自らその社会的責任を果たせるよう努めることが重要である。

あわせて、経営の透明性、健全性、遵法性の向上及び内部統制の仕組みづくりに

努めるべきである。

（イ）団体が県民の理解と協力を得ながら、よりよい活動を行っていくためには、県民

にわかりやすく情報提供することが必要である。

これまでも団体それぞれによる決算の公表や県による経営評価の取り組みなど、

情報の公開は行われているが、その公表内容は県民に理解しにくいのが実情である。

透明性の確保、説明責任の観点から、県民が知りたい情報の提供に努めるべきであ

る。そのためには、団体の活動内容や経営状況に関する情報提供の仕方、説明の仕

方に工夫が必要である。

（ウ）自主的・自立的な団体運営を推進する一方で、経営評価対象団体など県の施策と

関わりの深い団体については、県の施策との整合性を確保するとともに、適切な事

業実施及び団体運営が可能となるよう、県として引き続き指導監督を行っていく必

要がある。

（エ）団体の経営に関する課題の解決等にあたっては、理事はもとより、幅広く外部識

者や利用者等の意見を聞き、その解決に活かすとともに、運営上の創意工夫につな

げていくべきである。
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Ⅲ おわりに

本委員会としては、公の施設、外郭団体それぞれについて横断的な観点から検討を行い、

取り組みの方向性を提言としてとりまとめたものである。

提言の内容の中で、特に公の施設や外郭団体のあり方を大胆に見直すものなど、取り組

み内容によっては、相当の困難が伴うものもあると思われる。

県においては、公の施設、外郭団体はもとより関係機関、市町村とも十分調整を図りな

がら県民の目線に立って着実に見直しを進められるよう求めたい。

また、見直しを進める道筋として、提言の考え方に基づきあるべき方向を検討するとと

もに公益法人制度改革の趣旨を反映して、改革、見直し、改善を進めるべきである。

見直しには一定の期間を要するものやそうでないものが想定されるので、その取り組み

の状況や成果については、適宜、改革推進会議において説明されたい。

また、取り組みの状況を公開するとともに、必要に応じて県民等の意見を取り入れ、見

直しの実効性が高まるよう努められたい。
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提言の検討対象について

公の施設・外郭団体の対象数が多く、審議の時間が限られていたことから、第３回会議

において、下記のとおりそれぞれの検討対象の絞り込みを行った。

１．公の施設（資料２参照）

○検討の対象外とする施設

①法令等により設置を義務づけられている施設

消費者センター 外

②他の組織においてあり方が検討された施設

高等技術校、県立学校

③生活に必要な社会基盤である施設

漁港 外

○施設分類

施設の性格により次の区分で分類

①集客施設、②貸出・研修施設、③体育施設、④レクレーション・文教施設

⑤専門教育・研究施設

２．外郭団体（資料３参照）

○検討の対象外とする団体

①他で委員会を設置して検討された団体

（財）林業公社

②法律で国が指導監督を行うこととなっている金融系の団体

島根県漁業信用基金協会、島根県信用保証協会

島根県農業信用基金協会

○検討の中心とする団体

①経営評価を実施している団体

②指定管理料を除き県支出総額が１億円以上（H19決算）の団体
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施設名 概要 所在

集客施設

(1) しまね海洋館 中四国地域最大級の水族館。愛称「アクアス」 浜田市・江津市

(2) 三瓶自然館及びその付属施設
島根県と三瓶の自然を展示する施設（愛称「サヒメル」）、小豆原埋没林公園の他、北の原野営場やふれあいの里奥
出雲公園にキャンプ・ケビン等の施設を有する

大田市三瓶町

(3) 宍道湖自然館 汽水・淡水域の水生生物を展示する水族館。愛称「ゴビウス」 出雲市園町

(4) 花ふれあい公園 花きの振興を目的とした県産花き等の展示施設 出雲市西新町

(5) 美術館 宍道湖湖岸の美術館 松江市袖師町

(6) 芸術文化センター（石見美術館）

芸術文化センター（いわみ芸術劇場）

(7) 古代出雲歴史博物館 古代文化を中心とする島根の歴史文化の展示・紹介する施設 出雲市大社町

貸出・研修施設

(8) 産業高度化支援センター レンタルオフィス・インキュベーションルーム等を備えた創業者の育成や企業の支援を行う施設 松江市北陵町

(9) 高度情報化センター（東部・中部・西部） パソコン研修室や映像編集室等を備え、研修等を実施する施設
松江市北陵町
大田市大田町
浜田市野原町

(10) 総合福祉センター(東部・西部） 各種の福祉行政を補助する機関が入居する施設。愛称「いきいきプラザ」（東部）「いわみーる」（西部）
松江市東津田町
浜田市野原町

(11) 産業交流会館 県内最大のコンベンション施設。愛称「くにびきメッセ」 松江市学園南

(12) 男女共同参画センター 男女共同参画を推進するための各種研修等を実施する施設。　施設は愛称「あすてらす」として、各種機関が入居 大田市大田町

(13) 県民会館（島根県民会館） 約1800人収容の大ホールの他、中ホールや会議室等を備えた会館 松江市殿町

体育施設

(14) 武道館 柔道剣道4面がとれる武道場・トレーニング場を有する武道館 松江市内中原町

(15) 石見武道館 柔道剣道4面がとれる武道場・トレーニング場を有する武道館 浜田市黒川町

(16) 水泳プール 大規模大会開催可能な50m・飛び込みプール等を有するプール 松江市上乃木町

(17) 体育館 延べ床面積8,657㎡の大規模体育館 浜田市黒川町

(18) ライフル射撃場 大規模大会の開催可能な各種射撃競技に対応した施設 松江市八雲町

(19) サッカー場 2000人収容可能なスタンドを有するサッカー場 益田市乙吉町

(20) はつらつ体育館 障害者スポーツの振興のための体育館。雇用・能力開発機構より買取 松江市上乃木町

(21) 浜山公園（都市公園） 陸上競技場、体育館等を含む総合運動公園 出雲市

レクレーション・文教施設

(22) 石見海浜公園（都市公園） 海水浴やキャンプ等が行える大規模公園 浜田市・江津市

(23) 万葉公園（都市公園） 柿本神社を中心に、植物園や音楽堂等を備える公園 益田市

(24) 生涯学習推進センター 松江市東津田町

西部生涯学習推進センター 浜田市野原町

(25) 図書館（松江・西部読書普及センター) 蔵書約65万冊を有し、郷土資料収集保存を行う図書館 松江市殿町

(26) 青少年の家 青少年に様々な体験活動・研修を提供する宿泊研修施設。愛称「サンレイク」 出雲市小境町

(27) 少年自然の家 青少年に様々な体験活動・研修を提供する宿泊研修施設 江津市松川町

(28) ふるさと森林公園 里山の自然を体験できる公園施設 松江市宍道町

(29) 県民の森 県有林に付属する研修施設・オートキャンプ場等 飯南町小田

(30) 八雲立つ風土記の丘 史跡等の重要文化財を保存する施設。展示学習館を備えた施設 松江市大庭町

(31) 古墳の丘古曽志公園 古曽志古墳を活用し古代文化への理解と認識を深める公園 松江市古曽志町

専門教育・研究施設

(32) 高等看護学院（松江・石見） 看護師の養成のための専修学校
松江市西嫁島町
益田市昭和町

(33) 農業大学校 農業後継者の育成のための農業者研修教育施設
大田市波根町
飯南町上来島

(34) 緑化センター 庭木等の緑化に関する知識の普及のための研修等を実施する施設 松江市宍道町

(35) 中山間地域研究センター 中山間地域の課題研究のための研究機関であるが、会議室・研修室等を県民に開放する施設 飯南町上来島

(36) 産業技術センター（松江・浜田） 産業技術に関する研究開発、技術支援を行う機関であるが、県民からの依頼検査や機器開放を行う施設
松江市北陵町
浜田市下府町

(37) 保健環境科学研究所 保健及び環境に関する試験、研究を行う機関であるが、県民からの依頼検査を行う施設 松江市西浜佐陀町

検討の対象外とする施設

法令等により設置を義務づけられている施設

消費者センター
県民に対して消費者相談等を実施する施設。行政機関の補助的役割を担う
（消費者基本法）

松江市殿町
益田市昭和町

女性相談センター(松江・大田分室）
緊急の保護又は自立のための援助を要する女性に対する相談・指導・援護を実施する施設
（売春防止法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律）

松江市大輪町
大田市大田町

心と体の相談センター
身体障害者、知的障害者、精神障害者に対する福祉業務、相談、支援業務を実施する施設
（身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉法、知的障害者福祉法）

松江市東津田町

わかたけ学園
生活指導等を要する児童等を入所又は通わせて必要な指導等を行い自立を支援する施設
（児童福祉法）

松江市宍道町

他の組織においてあり方が検討された施設

高等技術校（松江・出雲・浜田・益田） 職業能力開発促進法に基づく職業能力開発施設

松江市乃木福富町
出雲市長浜町
浜田市熱田町
益田市染羽町

県立学校 県立高校・県立特別支援学校

生活に必要な社会基盤である施設

漁港 漁港29施設

道路

河川

港湾施設・浜田ポートセンター 港湾施設18施設

空港 出雲空港・石見空港・隠岐空港

流域下水道 宍道湖・中海流域の広域的下水処理

県営住宅 県内93団地

中央病院（公営企業） 34 診療科、647床の基幹的総合病院 出雲市姫原

こころの医療センター（公営企業） ３診療科、242床の精神科病院。ＰＦＩ方式により運営 出雲市下古志町

生涯学習に関する指導者を養成し、県民に学習機会を提供する施設

公　の　施　設　一　覧　表(H20.4.1）
区分

美術館と1500席の大ホールの機能を両備した複合施設。愛称「グラントワ」 益田市有明町

- 22 -
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資料 ３
外郭団体一覧表

正規 嘱託

1 1 (財)しまね海洋館 100.0% 100,000 100,000 ○ 1% 668,851 4,865 11 23 11 ○

2 2 (財)ふるさと島根定住財団 100.0% 400,000 400,000 ○ 43% 565,306 242,368 21
8

(5)
31

3 3 (財)しまね女性センター 89.2% 112,050 100,000 ○ 17% 136,555 22,558 32,899 0 16
6

(1)
2 ○

4 4 (財)しまね自然と環境財団 71.4% 70,000 50,000 ○ 2% 392,978 9,384 12 12 28 ○

5 5 (財)島根県文化振興財団 100.0% 200,000 200,000 ○ 16% 1,240,183 192,347 857,685 16,051 11 40 38 ○

6 6 (財)しまね国際センター 79.0% 1,282,335 1,012,500 ○ 66% 102,691 67,780 372,487 41,376 12 4 14

7 7 (財)島根県環境保健公社 100.0% 1,000 1,000 ○ 1% 2,759,653 26,000
16
(3)

139 67

8 8
(財)島根県障害者スポーツ協
会

78.4% 255,000 200,000 ○ 84% 36,261 30,283
12
(1)

4 0

9 9
(財)島根県みどりの担い手育
成基金

87.9% 1,789,892 1,573,272 ○ 58% 63,367 36,859 238,117 36,859 10 2 0

10 (社)島根県林業公社 50.0% 450,000 225,000 ○ 48% 2,225,096 252,049 825,577
12
(1)

8
(1)

9

10 11 (財)くにびきメッセ 63.7% 809,027 515,007 ○ 12% 292,471 33,932 14 6 8 ○

11 12 (財)しまね産業振興財団 100.0% 146,196 146,196 ○ 25% 2,127,649 531,118
13
(1)

32
(4)

21 ○

12 13 〔特〕島根県土地開発公社 100.0% 30,000 30,000 ○ 5% 4,921,349 270,110
10
(3)

25 2

13 14 〔特〕島根県住宅供給公社 100.0% 10,000 10,000 ○ 5% 2,085,613 109,237
10
(3)

27 5

14 15 (財)島根県建設技術センター 100.0% 100,000 100,000 ○ 24% 254,503 60,188 7
7

(4)
0

15 16
(財)島根県暴力追放県民セ
ンター

70.0% 428,877 300,000 ○ 27% 19,226 5,185 16 1 1

16 1 (財)島根県育英会 39.6% 530,514 210,000 51% 491,661 250,761
10
(1)

4 3

17 2 (社)島根県私学教育振興会 42.3% 260,280 110,000 7% 71,087 5,218 8 2 0

18 3 (財)島根県環境管理センター 31.2% 224,140 70,000 ○ 21% 938,442 195,523
12
(1)

6
(1)

2

19 4
(財)島根県生活衛生営業指
導センター

48.8% 4,100 2,000 69% 30,445 21,157 11 4 0

20 5 (社)島根県畜産振興協会 41.0% 219,260 90,000 2% 461,114 10,505
14
(2)

7 4

21 6 (株)島根県食肉公社 35.5% 499,900 177,297 0% 3,446,496
8

(2)
83 9

7
〔特〕島根県漁業信用基金協
会

45.0% 2,727,348 1,226,550 0% 601,779
11
(1)

3 0

22 8
(財)島根県石央地域地場産
業振興センター

33.3% 30,050 10,000 0% 29,935 10 2 1

9 〔特〕島根県信用保証協会 26.9% 17,127,913 4,612,523 3% 2,303,036 60,000
19
(1)

51 10

23 10 (株)出雲空港ターミナルビル 30.3% 330,000 100,000 0% 295,813 6 7 0

24 11 (株)石見空港ターミナルビル 30.0% 480,000 144,000 15% 194,880 29,000 9 2 17

25 1 (株)隠岐振興 10.8% 462,000 50,000 0% 35,242 4 1 0

26 2 (財)邑智郡広域振興財団 21.0% 900,000 189,410 0% 12,044 6 2 1

27 3
(財)島根教育学術文化国際
交流基金

15.3% 65,183 10,000 0% 141
20
(1)

4 0

28 4 (財)島根難病研究所 10.0% 10,000 1,000 11% 485,513 52,600
12
(1)

16 28

29 5
(社福)島根県社会福祉事業
団

15.7% 30,000 4,700 ○ 4% 3,877,416 150,755 6 283 260

30 6 (更生)島根保護観察協会 8.7% 57,790 5,000 0% 17,779
17
(1)

0 2

31 7 (財)しまね農業振興公社 0.4% 228,700 1,000 ○ 27% 2,174,049 60,209 524,233 10
8

(2)
11

8
〔特〕島根県農業信用基金協
会

11.3% 4,251,020 481,280 0% 680,263 853
8

(2)
11 5

32 9
(社)島根県野菜価格安定基
金協会

15.1% 363,900 55,000 35% 79,463 28,032
9

(1)
2 0

33 10 (社)島根県水産振興協会 24.1% 1,908,150 460,000 14% 116,697 16,799
12
(2)

4 0

34 11
(財)島根県東部勤労者共済
会

20.0% 100,217 20,000 0% 345,365 23 1 4

35 12 ゆうひパーク浜田(株) 1.7% 60,000 1,000 0% 402,970 7 27 0

36 13
(財)島根県西部勤労者共済
会

23.8% 54,588 13,000 0% 138,107 21 2 1

37 14 (財)島根県建築住宅センター 20.0% 5,000 1,000 21% 95,778 20,126 8 5 0

(株)琴引フォレストパーク
 →H20.7.14　解散

3.8% 52,130 2,000

38 15 (財)島根県体育協会 16.4% 213,464 35,000 35% 591,287 207,822
34
(2)

30 12 ○

39 16
(財)日本ボーイスカウト島根
連盟維持財団

8.3% 36,067 3,000 0% 438 11 0 0

3,003,623 1,349,810 529 911 607
(30) (18)

○○○○○○ 検討から除外（４団体）

○○○○○○ 検討の中心（２０団体）

2
5
％
以
上
5
0
％
未
満

2
5
％
未
満

経営評価
総 額

（千 円）
うち県出資

等
（千円）

県
出
資
等
割
合

県
出
資
等
5
0
％
以
上

団体名称

指
定
管
理
団
体

補助・委託等による財政的関 与

（
指
定
管
理
料

は
除
く

）

　
県
か
ら
の
収

入
割
合 経常収入

（Ｈ１８決
算）

（千円）

　補助金・
委託料等
（千円）

借入金
（千円）

その他の財政的関与
役職員の状況

(H19.10.1）

　
　
役
員
数

職員数

左のうち
県の財政的関与

基本財産に対する財政的関与

県が造成補助した取崩
型運用財産の状況

取り崩し型
運用財産
（千円）

Ｈ１８取崩
額（千円）
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改革推進会議設置要綱

（趣旨）

第１条 本県財政の健全化の推進に当たり、県民への説明の機会を設け、広く県民の意見を聴取する

ため、改革推進会議（以下「会議」という ）を設置する。。

（所掌事務）

第２条 会議は、本県の財政運営のあり方について意見を述べるとともに、財政の健全化方策につい

て提言を行う。

（組織）

第３条 会議は、委員15人以内で組織する。

２ 委員は、各分野における識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。

３ 委員の任期は１年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

（委員長）

第４条 会議に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 委員長は、会務を総理する。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

（会議の運営）

第５条 会議は、委員長が招集し、主宰する。

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に有識者の出席を求めることができる。

（専門小委員会）

第６条 特定の事項について検討するために必要があるときは、会議に専門小委員会を置くことがで

きる。

２ 専門小委員会は、知事が委嘱する委員及び専門委員若干名で組織する。

３ 専門委員の任期は、知事が定める。

４ 前２条の規定は、専門小委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員

長」とあるのは「小委員長」と読み替えるものとする。

（庶務）

第７条 会議の庶務は、総務部において処理する。

（委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

１ この要綱は、平成19年５月16日から施行する。

２ この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第３条第３項の規定にかかわらず、平成20年

３月31日までとする。

附 則

この要綱は、平成19年９月12日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年２月25日から施行する。

資料 ４
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行政改革専門小委員会 委員一覧 

 

任期：平成 20 年 3 月 17 日～平成 21 年 3 月 31 日 
  （五十音順、敬称略） 

氏    名 職     名 備   考 

熊 谷
く ま が い

美 和 子
み わ こ

 ＮＰＯ法人たすけあい平田 

 理事長 

改革推進会議委員 

小 松
こ ま つ

泰 夫
や す お

 

（委員長） 

㈱山陰経済経営研究所 

 代表取締役社長 

改革推進会議委員 

鳴
な る

田
た

謙
け ん

二
じ

 消防庁予防課危険物保安室 

 室長 

(前 神戸大学大学院 教授) 

 

錦 織
に し こ り

 澄
きよむ

 税理士法人錦織会計事務所 

 代表社員 

 

牧 野
ま き の

浩 之
ひ ろ ゆ き

 

（委員長代理） 

㈱日本政策投資銀行 

 松江事務所長 
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